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一
及
び
二
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
範
囲
で
は
、
同
省
の
職
員
が
同
省
の
予
算
を
用
い
て
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
た
際
に
、
当

該
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
か
ら
金
品
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
で
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
）
に
違

反
し
た
事
例
は
な
く
、
処
分
を
行
っ
た
事
例
は
な
い
。


